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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【公開番号】特開2008-211528(P2008-211528A)
【公開日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【年通号数】公開・登録公報2008-036
【出願番号】特願2007-46297(P2007-46297)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/232    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/228    (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  15/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  17/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   7/28     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  13/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   5/232   　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   5/228   　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｔ   1/00    ３４０Ａ
   Ｇ０３Ｂ   5/00    　　　Ｄ
   Ｇ０３Ｂ  15/00    　　　Ｑ
   Ｇ０３Ｂ  17/18    　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ   7/11    　　　Ｎ
   Ｇ０３Ｂ   3/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月16日(2010.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体光学像を電気的な画像信号に変換して順次出力する撮像手段と、
　前記撮像手段の出力から生成された第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大して
、第２の画像信号を生成する電子ズーム手段と、
　前記第１の画像信号より表される画像、及び、前記第２の画像信号により表される画像
から、顔を表す画像領域を検出すると共に、当該検出した画像領域が顔を表している確か
らしさを表す信頼度を含む情報を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された前記信頼度を、閾値と比較する比較手段と、
　前記比較手段により比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合に
、前記情報を記憶する記憶手段とを有し、
　前記第２の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、
前記第１の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも
低くしたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記電子ズーム手段は、前記第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大して、前記
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第２の画像信号よりも拡大された第３の画像信号を生成し、
　前記検出手段は、前記第３の画像信号により表される画像から、顔を表す画像領域を検
出すると共に、当該検出した画像領域が顔を表している確からしさを表す信頼度を含む情
報を検出し、
　前記第３の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、
前記第２の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも
低くしたことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記情報は、前記画像領域の位置及びサイズを更に含み、前記比較手段により比較した
結果、前記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合に、前記情報に基づいて、前記検
出した画像領域を示す枠を、前記撮像手段から出力された画像信号の画像に重畳して表示
する表示手段を更に有することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　ズームレンズを備えた光学ズーム手段を更に有し、
　前記光学ズーム手段から前記電子ズーム手段にズーム倍率の制御を移行する場合に、前
記移行した後に用いる前記閾値を決定する決定手段を更に有し、
　前記決定手段は、前記移行の直前に検出された画像領域の信頼度が、前記第１の画像信
号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも低い場合、または
、前記検出手段により顔を表す画像領域が検出できなかった場合に、前記移行した後の閾
値を、前記第１の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値
と同じ閾値に決定することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置
。
【請求項５】
　前記比較手段により比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合に
、前記画像領域の画像信号を用いて合焦制御及び露出制御を行うことを特徴とする請求項
１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　撮像手段が、被写体光学像を電気的な画像信号に変換して順次出力する撮像工程と、
　電子ズーム手段が、前記撮像工程の出力から生成された第１の画像信号の一部を、信号
補間により拡大して、第２の画像信号を生成する電子ズーム工程と、
　検出手段が、前記第１の画像信号より表される画像、及び、前記第２の画像信号により
表される画像から、顔を表す画像領域を検出すると共に、当該検出した画像領域が顔を表
している確からしさを表す信頼度を含む情報を検出する検出工程と、
　比較手段が、前記検出工程で検出された前記信頼度を、閾値と比較する比較工程と、
　記憶手段が、前記比較工程において比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よ
りも高い場合に、前記情報を記憶する記憶工程とを有し、
　前記第２の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、
前記第１の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも
低くしたことを特徴とする撮像装置の制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の撮像装置は、被写体光学像を電気的な画像信号に変換して順次出力する撮像手
段と、前記撮像手段の出力から生成された第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大
して、第２の画像信号を生成する電子ズーム手段と、前記第１の画像信号より表される画
像、及び、前記第２の画像信号により表される画像から、顔を表す画像領域を検出すると
共に、当該検出した画像領域が顔を表している確からしさを表す信頼度を含む情報を検出
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する検出手段と、前記検出手段により検出された前記信頼度を、閾値と比較する比較手段
と、前記比較手段により比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合
に、前記情報を記憶する記憶手段とを有し、前記第２の画像信号により表される画像から
検出された画像領域に対する前記閾値を、前記第１の画像信号により表される画像から検
出された画像領域に対する前記閾値よりも低くしたことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、本発明の撮像装置の制御方法は、撮像手段が、被写体光学像を電気的な画像信号
に変換して順次出力する撮像工程と、電子ズーム手段が、前記撮像工程の出力から生成さ
れた第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大して、第２の画像信号を生成する電子
ズーム工程と、検出手段が、前記第１の画像信号より表される画像、及び、前記第２の画
像信号により表される画像から、顔を表す画像領域を検出すると共に、当該検出した画像
領域が顔を表している確からしさを表す信頼度を含む情報を検出する検出工程と、比較手
段が、前記検出工程で検出された前記信頼度を、閾値と比較する比較工程と、記憶手段が
、前記比較工程において比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合
に、前記情報を記憶する記憶工程とを有し、前記第２の画像信号により表される画像から
検出された画像領域に対する前記閾値を、前記第１の画像信号により表される画像から検
出された画像領域に対する前記閾値よりも低くしたことを特徴とする。
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